
 

第９回かつしか花いっぱいの花壇コンクール募集のお知らせ 

応募要領 

 

かつしか花いっぱいの花壇コンクールは、花いっぱいのまちづくりを推進す

るため、まちを花や緑で常に彩り、心和ませ、憩いの時を享受し、人々が笑顔

で集う花壇を賞します。 

 

◆応募対象 対象となる花壇は、飾区内の自由に人が通行出来る場所で、花壇

の設置場所は所有者又は管理者から使用が認められていなければ

なりません。また、道路にはみ出していないなど、ルールを守って

いる花壇です。 

 

◆応募資格 区内在住の個人、区内にある法人・団体 

 

◆応募方法 別紙申し込み用紙でお申し込みください。お申し込みは、ご郵送い

ただくか、窓口にご持参ください。 

 

◆募集期間 令和 7 年 2 月 3 日（月）から令和 7 年 2 月 28 日（金）まで 

      郵送の場合は、令和 7 年 2 月 28 日 当日消印有効 

      持参の場合は、令和 7 年 2 月 28 日 午後５時締切 

 

◆審査方法 審査の視点に基づき、かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議

会と区で審査します。 

 

審査時期は６月上旬から６月下旬 

現地調査等 

①区職員と花いっぱいレポーターによる現況調査（2 回）行います。 

②参加団体からレポートを 1 回提出していただきます。 

 

※花いっぱいホームページにエントリー花壇の現況を掲載します。 

 

審 査 会 

現況調査の結果とレポート、審査員による花壇の現地審査 6 月 

28 日（土）予定により審査を行います。 

 

 

 

 



 
★審査の視点と審査項目 

 

※花を種子や球根、挿し芽や株分けなどで育てている花壇には、 

ポイントの加算（総得点の３％程度）があります。 

 

◆   賞   飾区長賞 １花壇 

かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会会長賞 １花壇 

優秀賞 ５花壇 

 

◆殿堂入り 本コンクールおいて、「葛飾区長賞」及び「かつしか花いっぱいの

まちづくり推進協議会会長賞」を合わせて５回受賞した場合は、

「殿堂入り花壇」と認定し、殿堂入り後のコンクールから２回はモ

デル花壇として審査対象としません。 

       ・殿堂入り花壇は、「葛飾区長賞」を受賞していることが要件。 

          ※「かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会会長賞」 

           のみを５回以上受賞していても殿堂入りになりません。 

            →このような団体は、「葛飾区長賞」を受賞した次の 

             コンクールより殿堂入り花壇となります。 

・殿堂入り花壇には、「殿堂入り花壇標識」を設置します。 

       ・殿堂入り後のコンクールから２回は表彰対象とせず、モデル花

壇として副賞のみ授与します。 

       ・殿堂入り後、コンクールが２回開催された後（３回目から）は、

一般参加者として参加することができます。ただし、再度葛飾

区長賞又はかつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会会長

賞を受賞した場合は、その後開催するコンクールから２回は

モデル花壇とし審査対象としません。 



 
◆受賞発表 ホームページおよび広報かつしかで発表します。 

 

◆主  催 かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会・飾区 

 

◆担  当 〒124-8555 

飾区立石 5-13-1 

飾区役所４階 410 

飾区環境課緑と花のまち推進係 

      電話 直通 03（5654）8239 

         代表 03（3695）1111  

内線 3505 

 

 

 

 

 


